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■ 居住誘導区域・都市機能誘導区域

 本市の玄関口である唐津駅や、大手口バスセン
ターが位置する中心市街地を含むエリア。

 城下町の風情を感じ、唐津くんちの曳山が巡行
する町並みなど、歩きたくなる空間を形成。

 多様な都市機能の維持・誘導や、まちなか居住
の促進により、本市全体の活力をけん引する役
割を担う。

各拠点の位置づけ
（まちづくりの方向性）

広域利用が見込まれる機能（施設）や、多様な世代・業種
の交流を促す機能（施設）を維持・誘導することにより、
賑わいを創出し、都市の魅力や利便性を高め、若者や子育
て世代のまちなか居住を促進する。
⇒ 多種多様な機能が集約し、若い世代にも魅力あるエリア
　 が形成されることで、都市のポテンシャルが高まる。

西唐津駅周辺地区

和多田駅周辺地区

浜崎駅周辺地区

※居住誘導区域内における上記拠点（都市機能誘導区域）以外の交通結節点の位置づけ
　・東唐津駅周辺：地区計画により、中高一貫校に隣接する地区として、落ち着きのある住宅地の形成を図る。
　・虹ノ松原駅周辺：虹の松原風致地区、特別名勝に隣接する地区として、低層住宅の良好な環境形成を図る。

都市拠点を補完する役割として、複数の拠点に立地するこ
とが望ましい生活利便機能（施設）を維持・誘導し、公共
交通の確保を図ることにより、地区内の生活利便性を高
め、多様な世代のまちなか居住を促進する。地域生活拠点

立地適正化計画に位置づける
各拠点（都市機能誘導区域）

の名称

都市計画マスタープランに
おける拠点との対応関係

都市拠点 都市中心拠点

地
区
拠
点

（市街地ゾーン）

＜参考＞ ※バス停の数は、各拠点（都市機能誘導区域）に接する道路上のバス停を含む

15回/日
以上(往復)

15回/日
未満(往復)

13 28 5 8 5 12 14 3 12 9
西唐津駅周辺地区 3 0 1 1 0 2 1 0 2 4
和多田駅周辺地区 10 5 1 6 4 2 3 4 10 5
浜崎駅周辺地区 3 4 2 1 1 4 3 0 3 1

文化・
交流

教育

運行回数

都市拠点

地
区
拠
点

立地適正化計画における
拠点の名称

生活利便機能施設数 バス停の数

商業 医療 行政
介護
福祉

子育て
支援

業務

※ 居住誘導区域内の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域の箇所については、居住誘導区域に含まない。

 JR唐津線の終着駅であり、筑肥線が乗り入れ、
路線バスも接続する西唐津駅を含むエリア。

 地区拠点（都市機能誘導区域）内には、商業施
設のほか、交流機能を有する施設も立地。

 地区拠点（都市機能誘導区域）の周辺には、小
学校・中学校、国・県の出先機関、ヨットハー
バー、唐津港など多様な機能が位置する。

地区拠点（西唐津駅周辺地区）

都市拠点

 都市拠点に隣接し、路線バスや高速バスが接続
する和多田駅を含むエリア。

 都市拠点に次いで多くの都市機能が集積し、国
道204号沿いには大型商業施設も立地。

 地区拠点（都市機能誘導区域）の周辺には、文
化体育館、野球場、陸上競技場などを含む体育
の森公園が位置する。

地区拠点（和多田駅周辺地区）

 JR筑肥線の市内各駅のうち、福岡に最も近い浜崎駅
を含むエリア。

 南北自由通路の設置等（令和4年）により駅の利便
性向上とバリアフリー化が実現。

 浜玉市民センターをはじめ多くの都市機能が立地。
 虹の松原に隣接し、地区拠点（都市機能誘導区域）

の周辺には浜玉ICが位置する。

地区拠点（浜崎駅周辺地区）
















